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 令和５年 第３回三芳町教育委員会（３月定例会）会議録 

召 集 年 月 日 令和５年３月２０日（月） 

開 会 日 時 令和５年３月２０日（月） 午後３時００分 

閉 会 日 時 令和５年３月２０日（月） 午後４時００分 

開 催 場 所 三芳町役場５階 ５０１会議室 

教 育 長 古川 慶子 

会議を主宰した者の職名・氏名  教育長 古川 慶子 

 職   名 氏   名 出 欠 適 用 

委員の出席状況 

委 員 

（教育長職務代理者） 
  池上  善一 出 席   

委 員   長野 真寿美 出 席  

委 員   細谷  雄司 出 席  

委 員   島田  喜昭 出 席  

職務のため出席 

した者の職氏名 

教育総務課・施設庶務担当 主幹 石坂 和希子 

主任 中村高朗（書記） 

説明のため出席 

した者の職氏名 

教育総務課長 若林 崇幸 社会教育課長 小平  幸治 

藤久保公民館長 小川  智東 図 書 館 長 前田  早苗 

文化財保護課長 柳井  章宏 学校給食センター所長 長谷川  幸 

学校教育課主幹 橋谷 研二  

 会 議 の 大 要 

(日程第１) 開会 開会宣言（教育長） 

会議録の承認 
２月定例会会議録は承認された。 

本日の会議録署名委員に、細谷委員を指名した。 

(日程第２) 

教育長の報告 

（１）文部科学省表彰の受賞について 

（２）各小中学校の卒業式について 

（３）令和５年第２回三芳町議会定例会について 

（４）三芳小学校ビオトープ開園式について 
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(日程第３) 議事 

議案第１８号 三芳町教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規程の制定について 

議案第１９号 三芳町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

議案第２０号 三芳町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の一部を改正す

る規則 

議案第２１号 三芳町小中学校通学区域再設定審議会規則を廃止する規則 

議案第２２号 三芳町立小・中学校職員服務規程の一部を改訂する規程 

議案第２３号 三芳町小中学校適正規模適正配置検討委員会要綱を廃止する件 

議案第２４号 三芳町いじめ防止基本方針の一部改正について 

議案第２５号 三芳町学校運営協議会委員の任命について 

議案第２６号 令和５年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

議案第２７号 三芳町文化財保護審議委員会委員の委嘱について 

 

 

教育長 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

学校教育課主幹 

 

 委員 

 

 学校教育課主幹 

 

 

〇議案第１８号 三芳町教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規

程の制定について 

 教育総務課長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 質疑なし 

 

《採決の結果、議案第１８号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第１９号 三芳町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令 

教育総務課長より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

質疑なし 

 

《採決の結果、議案第１９号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２０号 三芳町立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する

規則の一部を改正する規則 

学校教育課主幹より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

現行法律では２２条の４の第１項について、法律自体ないことになります

が、４月１日以降の法律に基づいて変更するという理解でよろしいですか。 

ご認識のとおりです。 

 

《採決の結果、議案第２０号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 
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教育長 

学校教育課主幹 

 

  

 

 

 

 

 

教育長 

学校教育課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

学校教育課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

学校教育課主幹 

 

委員 

 

 

学校教育課主幹 

 

〇議案第２１号 三芳町小中学校通学区域再設定審議会規則を廃止する規

則 

学校教育課主幹より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

質疑なし 

 

《採決の結果、議案第２１号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２２号 三芳町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規程 

学校教育課主幹より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

質疑なし 

 

《採決の結果、議案第２２号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２３号 三芳町小中学校適正規模適正配置検討委員会要綱を廃止

する件 

学校教育課主幹より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 質疑なし 

 

《採決の結果、議案第２３号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２４号 三芳町いじめ防止基本方針の一部改正について 

学校教育課主幹より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 町のホームページに掲載されているこの方針ですが、平成２９年１０月に

改正された方針なので、最新のバージョンでの改定をお願いできればと思い

ます。 

 最新のバージョンで改正します。 

 

《採決の結果、議案第２４号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 
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教育長 

学校教育課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

学校教育課主幹 

 

 委員 

 

学校教育課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

文化財保護課長 

 

 

〇議案第２５号 三芳町学校運営協議会委員の任命について 

学校教育課主幹より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 質疑なし 

 

《採決の結果、議案第２５号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２６号 令和５年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につ

いて 

学校教育課主幹より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 学校医ですが、１０年程前からずっといる方々もおりますが、人員の変更

などを検討しておりますか。 

 地域の中から現状にふさわしい方っていうところでお願いしております。

長くなる方等とはいると思いますが、担当課として現状を理解されている方

を優先的と考えております。 

 

《採決の結果、議案第２６号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２７号 三芳町文化財保護審議委員会委員の委嘱について 

文化財保護課長より説明をお願いします。 

提案理由及び概要を説明。 

【質疑内容】 

 質疑なし 

 

《採決の結果、議案第２７号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

(日程第４) 

協議・報告事項 
（１）令和５年第２回三芳町議会定例会一般質問概要説明について 

(日程第５) 

その他 
なし 

(日程第６) 閉会 閉会宣言（教育長） 

事 務 連 絡 

次回定例教育委員会については、４月１３日（木）午後３時００分から開催することに決定

した。 

閉会時間 午後４時００分 

 


